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（1） 

まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本電機

工業会(JEMA)／財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの

申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS B 3501:1997 は改正され，この規格に置き換えられる。 

今回の改正に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成

及び日本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，IEC/FDIS 61131-1:2003，

Programmable controllers－Part 1:General information を基礎として用いた。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。 
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プログラマブルコントローラ－ 
一般情報 

Programmable controllers－ 
Part 1:General information 

 
序文 この規格は，2003 年に FDIS として登録された IEC/FDIS 61131-1:2003, Programmable controllers－Part 

1:General information を翻訳し，技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格で

ある。 

 

1. 適用範囲 この規格は，プログラマブルコントローラ（Programmable controllers，略称 PLC）及び関連

周辺装置であるプログラミングツール（Programming and debugging tools，略称 PADT），ヒューマンマシン

インタフェース（Human－machine interfaces，略称 HMI）などに適用する。この一連の規格群(1)が対象と

する PLC 及び関連周辺装置は，機械・工業プロセスの制御及び指令のために使用することを前提としてい

る。 

PLC 及び関連周辺装置は，工業環境で使用されることを前提としたものであり，開放形又は閉鎖形の装

置がある。PLC 又は関連周辺装置がその他の環境で使われるときは，それらの環境が要求する仕様を付け

加えて適用しなければならない。 

プログラマブルコントローラは，特有のハードウェアとソフトウェアとを用いることによって，工業用

途のはん用コンピュータ又はパーソナルコンピュータと同等のことができる。この規格は，PLC 及び関連

周辺装置の製品規格に適用し，自動化システム全体の機能上の安全及びその他の面については扱わない。

PLC 並びにそのアプリケーションプログラム及びそれらの関連周辺装置は，制御システムの構成品とみな

される。 

PLC は自動化システムの構成品であり，設備及びアプリケーションを含む自動化システム全体の安全性

は，この規格の適用範囲外とする。ただし，感電，火災，電気的妨害イミュニティ及び運転中のエラー検

出（パリティチェックのような自己診断機能など）のような PLC の安全性は，この規格の適用範囲である。

JIS C 0364 シリーズ又は適用可能な電気設備に関する国家の／公的な規則及び指針を参照する。 

この規格は，一連の規格群で使用される用語を定義する。これは，プログラマブルコントローラシステ

ムの主要な機能上の特徴を示すことと同一である。 

注(1) 規格群とは，JIS B 3501，JIS B 3502，JIS B 3503，IEC/TR3 61131-4，IEC 61131-5，IEC 61131-7

及び IEC 61131-8 をいう。 

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。 

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。 

IEC/FDIS 61131-1:2003, Programmable controllers－Part 1:General Information (IDT) 
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